
 

 

 

 

玉名都市計画道路の見直しに関する報告 
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（添付資料） 

・パブリックコメント意見書の提出先等 

・玉名都市計画道路の見直しについて【見直し素案】 

・玉名都市計画道路の見直しについて【補足説明資料】 
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1. 都市計画道路見直しについて 

令和 4 年 3 月 29 日に開催された、「令和 3 年度 第 4 回玉名市都市計画審議会・第 2 回玉名市景
観審議会合同会議」にて、玉名都市計画道路の見直しについての説明を行いました。 
 『熊本県都市計画道路見直しガイドライン』に基づき、玉名都市計画道路の見直しを行ったとこ
ろ、寺畑山田線、後田横町線、立願寺南岩原線の一部区間、高瀬大橋中線の一部区間が廃止対象路
線として選出されました。これに伴い、以上 4 路線を廃止するための法手続きを進めて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3.4.1 築地中線 0.50 20 0.0 % 0.0 %  S38.3.2 59 × 見直し対象 〇 存続

2 3.4.2 築地大倉線 4.37 16 100.0 % 100.0 %  S26.3.22 71 〇 整備済み

3 3.4.3 玉名駅立願寺線 2.17 16 100.0 % 100.0 %  S26.3.22 71 〇 整備済み

4 3.4.4 寺畑山田線 1.05 16 0.0 % 0.0 %  S38.3.2 59 × 見直し対象 × 廃止対象 × 廃止

5 3.5.5 前田東線 0.20 12 0.0 % 0.0 %  S26.3.22 71 × 見直し対象 〇 存続

6 3.5.6 後田横町線 0.96 12 0.0 % 0.0 %  S26.3.22 71 × 見直し対象 × 廃止対象 × 廃止

7 3.5.7 立願寺南岩原線 1.29 12 43.4 % 43.4 %  S26.3.22 71 × 見直し対象 × 廃止対象 × 廃止

8 3.5.8 玉名駅平嶋線 1.96 12 48.5 % 48.5 %  S26.3.22 71 × 見直し対象 〇 存続

9 3.5.9 玉名駅下町線 1.27 12 91.3 % 91.3 %  S26.3.22 71 × 見直し対象 〇 存続

10 3.4.10 築地立願寺線 2.39 16 100.0 % 100.0 %  S38.3.2 59 〇 整備済み

11 3.4.11 立願寺横町線 1.33 16 100.0 % 100.0 %  S38.3.2 59 〇 整備済み

12 3.5.12 亀甲中線 0.42 12 100.0 % 100.0 %  S49.10.1 47 〇 整備済み

13 3.4.13 高瀬大橋中線 2.52 16 59.9 % 61.5 %  S49.10.8 47 × 見直し対象 × 廃止対象 × 廃止

14 3.2.14 長洲玉名線 6.24 30 49.8 % 100.0 %  S37.8.1 59 〇 整備済み

15 3.3.15 玉名バイパス線 8.47 25 61.3 % 100.0 %  S57.7.29 39 〇 整備済み

16 3.3.16 岱明玉名線 3.75 22 63.7 % 100.0 %  S46.10.21 50 〇 整備済み

17 3.4.19 長洲岱明線 3.82 16 0.0 % 0.0 %  S37.8.1 59 × 見直し対象 〇 存続

18 3.4.20 下河原尾崎線 0.33 16 100.0 % 100.0 %  S60.10.29 36 〇 整備済み

19 3.4.7 沖洲金山線 3.95 12 0.0 % 0.0 %  S37.8.1 59 × 見直し対象 × 廃止対象 △ 継続審議

46.99 55.1 % 71.9 %
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①14時〜 
②19時〜 

※２週間
 都市計画を定める
 理由書の添付

※意見書要旨の提出

※都市計画法の
 効力発生

⽟名町地区の区⻑を対象に
事前説明会を開催

R4.6.9開催

都市計画審議会への報告

公聴会、説明会等の開催による住⺠意⾒の反映

R4.7.25開催

 ８／８（⽉）〜９／９（⾦）

 ８／２５（⽉）

パブリック・コメント開催予定

住⺠説明会開催予定

素案の提出

県 市町村 国

関係行政機関との意見調整 (協議開始)
(6/30 熊本県警、5/10 熊本県、4/19 ⻑洲町、4/14 荒尾市)

R4.3.29開催

県知事への同意を要する協議

市町村都市計画審議会付議

公告・案の縦覧

県事前協議

管理者協議

案の作成

都市計画決定手続きフローチャート

国土交通大臣・県知事に
図書の写しの送付

縦覧場所の公告・
図書の写しの縦覧

都市計画審議会への事前説明

市決定

素案の提出

素案の作成

住⺠及び利害関係⼈
からの意見書提出

都市計画決定

決定の告示・図書の縦覧

2.都市計画道路見直しの経過報告 
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3. 協議及び説明会の内容報告 
① 近隣市町村との協議（荒尾市都市計画課・⻑洲町建設課） 

日時：令和４年４月１４日、１９日 
【内容】 

 都市計画道路「沖洲金山線」が、玉名市において廃止対象路線として見直し対象となったこ
とについて意見徴収しました。 

両市町とも、本路線と連絡している路線を都市計画道路として決定しており、現段階での都
市計画道路の廃止は検討していないとのことでした。 

今後、路線を廃止する際は、3 市町が共同で行う必要があるという認識を確認しました。 
 ⇒今後も継続して審議 

 
② 熊本県との協議（熊本県都市計画課） 

日時：令和４年 5 月１0 日 
【内容】 

 廃止に向けた取り組みについて確認いただきました。熊本県からは、廃止後の影響がわ
かるよう、資料を明確化し、地元からの意見等を集約するよう指導がありました。 

 
③ 玉名町地区区⻑を対象とした都市計画道路見直し説明 

日時：令和４年 6 月 9 日 
【内容】 

 ３月２９日に開催した玉名市都市計画審議会にて用いた説明用資料に基づき、説明会を
開催しました。説明会では下記のようなご意見をいただきました。 

・都市計画道路の進捗が市⺠として確認しづらいので、経過報告等を適時行ってほしい。 
・玉名市は東⻄に⾛る路線はたくさんあるが、南北に⾛る路線整備が遅れている。 
・街路事業が決定した際には、市⺠の不安と期待は大きなものがあった。廃止につきま

しては、これを勘案し、市⺠の期待を裏切ることのないよう、より慎重に行っていただ
きたい。 

 
④ 熊本県警察本部との協議 

日時：令和４年 6 月 30 日 
【内容】 

 廃止に向けた取り組みについて確認いただきました。熊本県警察本部からは、都市計画
道路は大きなネットワークを結ぶ道路であるため、廃止を検討する際は、これと同程度の
路線による代替が可能であるかを精査し、資料として明確化してほしいとの指導をいただ
きました。 
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4．今後の進め方について 

〇「住⺠意見を反映する」ための手続きについて。 
① パブリック・コメントの開催 

・期間：令和 4 年 8 月 8 日（月）から 9 月 9 日（金）まで 
・公表の方法：本市ホームページ、担当課、各支所及び情報公開窓口における閲覧 
・意見書の提出方法：パブリックコメント意見書に必要事項を記入し 

(1) 担当課に持参 
(2) 郵便（9 月 9 日消印まで有効） 
(3) ファックス 
(4) 電子メール 
で提出していただきます。 

※玉名市パブリック・コメント手続き実施要綱に則り実施。 
 

② 住⺠説明会の開催 
・日時：令和 4 年 8 月 25 日（木） （1）第 1 回 14 時から 

                  （2）第 2 回 19 時から 
・場所：玉名市⺠会館 会議棟 第 1 会議室 
 

①、②ともに、「広報たまな 8 月号」にて、開催告知を行います。 
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▼ 広報掲載案 


